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1 アセットマネジメント基本計画策定の趣旨
 1.1 策定趣旨
本市の下水道事業は生活環境の改善、公衆衛生の向上、公共用水域2における水質の保全、豪雨

による浸水3を軽減する目的で、昭和44年から荒川左岸南部流域下水道4の関連公共下水道事業
として事業を実施してきて以降、平成27年度末現在、戸田市民約13.3万人のうち、11.7万人の
方々が下水道を利用できる状況にあります。その結果、平成26年度までに整備した管路延長：約
313km、合流式のポンプ場5２箇所、雨水排水施設11か所に及ぶ膨大な下水道施設ストックを保
有しており、事業着手から約47年が経過し、間もなくこれまでに整備した管路施設6やポンプ場施
設の本格的な改築7時期を迎えようとしています。また、近年では、局地的豪雨の多発や東日本大震
災を始めとする大規模災害への対応など、被災時の下水道機能の確保や被害軽減に向けた取組み
を強化も求められています。
このような背景を踏まえ、下水道事業の今後10年間の方向性や取り組むべき施策等の道筋を
示すものとして、「戸田市下水道ビジョン」を策定しました。
「戸田市下水道ビジョン」では、「水と暮らしを未来につなげる　戸田の下水道」を基本理念として、
「安心、安全、快適を支える下水道の成熟化」を目標に、それらを実現するための具体的な施策を掲
げています。このうち、「戸田市下水道ビジョン」の基本方針「戸田の下水道の持続」に向けた取組
みの柱である「健全かつ持続的な経営の確立」及び「老朽化や災害にも耐える強靭な施設の構築」
については、本書に示す「アセットマネジメント1基本計画」を踏まえたものです。

 1.2 位置付け
「戸田市下水道ビジョン」は、「アセットマネジメント基本計画」、「中・長期事業計画」、「経営計画」の３計
画を基に策定されました。各計画は、下水道ビジョンを構成する個別計画として位置付けられます。
「アセットマネジメント基本計画」は、「投資」、「リスク8」、「経営」のバランスを図りながら、戦略的
に下水道事業を運営していくため、管路施設及びポンプ場施設について、アセットマネジメント手法
を用いた既存ストックの長期的な将来改築シナリオを予測するとともに、リスク評価の視点を踏ま
えた今後の点検9・調査10計画について検討したものです。

1   アセットマネジメント：社会ニーズに対応した下水道事業の役割を踏まえ、下水道施設（資産）に対し、施設管理に必要な費用、
人員を投与（経営管理、執行体制の確保）し、良好な下水道サービスを持続的に提供するための事業運営と位置付けられる。

2   公共用水域：河川、湖沼、海などのこと。個人や会社の庭の池などは含まれない。
3   浸水：大雨により地域、家屋が水につかる現象で、地域についてはその面積、家屋については床上、床下の浸水戸数で表現する。
道路等が水につかる現象は冠水という。

4   流域関連公共下水道：主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、流域下水道
に接続するもの。※戸田市は、この方式で埼玉県と連携して下水道事業を進めています。

5   ポンプ場：下水は処理場あるいは吐き口まで自然流下が原則であるが、管渠が深くなりすぎたり、放流先の水位が高く自然排水で
きない場合に、ポンプで水位を上げるために設ける施設。

6   管路施設：管渠、マンホール、ます、取り付け管、吐き口などを含む施設の総称。
7   改築：更新又は長寿命化対策により、所定の耐用年数を新たに確保するもの。
8   リスク（リスク評価）：目的に対する不確かさの影響のこと（JIS　Q0073の定義より）。リスクの大きさは「事故・故障の発生確
率」と、「事故・故障が発生したときの被害規模」の組み合わせで評価する。

9   点検：施設・設備の状態を把握するとともに、異状の有無を確認すること。管路施設にあっては、マンホール内部からの目視や、
地上からマンホール内に管口テレビカメラを挿入する方法等により、異状の有無を確認すること。

10   調査：施設・設備の健全度評価や予測のため、定量的に劣化の実態や動向を確認すること。管路施設にあっては、管内に潜行す
る調査員による目視、又は下水道管渠用テレビカメラを挿入する方法等により、詳細な劣化状況や動向を定量的に確認すること。
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1 アセットマネジメント 基本計画策定の趣旨

 2.1 戸田市公共下水道事業のあゆみ

図 1.1　アセットマネジメント基本計画の位置付け

図 2.1　戸田市公共下水道整備区域図

表 2.1　戸田市下水道事業認可の推移

2 実態把握
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 2.2 管路施設の実態把握

2.2.1　管路施設整備状況 
以下に、戸田市下水道管路施設の排除区分別施工年度別集計結果を示します。本市では、平成
25年度までに約310km、平成26年度までに約313kmの管路を整備済です。

図 2.2　平成25年度までの戸田市下水道管路整備延長の推移（排除区分別）

表 2.2　平成25年度までの年度別排除区分別幹線枝線別整備延長（単位：ｍ）
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2 実態把握

図 2.3　戸田市公共下水道管路施工年度状況図
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2.2.2　管路施設管理の現状と課題 
（1） 過去の維持11管理実績
本市では、下水道管路施設の維持管理として、平成10年度より毎年の定期清掃と併せてマン

ホールの目視調査を実施しているほか、将来の長寿命化対策12に向けたテレビカメラ調査を実施し
ています。
過年度の維持管理実施状況（清掃・調査実施状況）整理表並びに管路内調査実施状況図を以下

に示します。

図 2.4　年度別清掃実施延長の推移

図 2.5　年度別管路内調査実施延長の推移

11   維持：処理場施設の運転、下水道施設の保守、点検、調査、清掃等下水道の機能を保持するための事実行為で工事を伴わない
もの（改築事業の効率化を目的として、計画的に実施する点検、調査、診断を含む）。

12 長寿命化対策：改築のうち、既存の施設の一部を活かしながら、部分的に新しくすること。
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2 実態把握

図 2.6　戸田市公共下水道管路調査実施状況図
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（2） 管路施設管理の課題
管路施設の実態把握結果より、本市の管路施設管理の課題として、以下が抽出されました。

1） 老朽化への対応
本市の下水道事業は、昭和44年の事業着手以来、古い管路ではまもなく標準耐用年数13の50
年を迎えます。また、整備した管路の多くは、短期間に集中して整備を行ったこともあり、老朽化に
伴う維持管理費の増大と改築事業費の集中が懸念されています。このため、施設の長寿命化によ
る事業費の平準化を図って行くこと、すなわち、計画的かつ効率的な改築事業を推進していくこと
が求められています。

2） 不明水の削減
本市における過年度の有収率の推移を図 2.7に示します。これより、ここ5か年の有収率は80

～85％で推移していることがわかります。
有収率の全国平均値（公共下水道）は80.6％（平成25年度）であり、本市においては、全国平均
値以上とはなってはいるものの、さらなる不明水量の削減が求められています。

3） 下水道台帳システムの属性情報の不備
本市で現在活用している下水道台帳システムでは、竣工年度の不明な管路が約0.7km程度、管
種の不明な管路が約2.9km、管径の不明な管路が約0.2km程度存在しています。
管路施設の属性情報が不明な場合、これを早急に解消することが本市のアセットマネジメント導
入による管路管理に向けての第一歩と言っても過言ではなく、中でも、管種、管径・形状、延長、布設
年度については、段階的にかつ確実に把握しておくことが不可欠です。

図 2.7　有収率の推移（出典：地方公営企業年鑑）

13   標準耐用年数：下水道施設が使用に耐える標準的な年数をいう。長期間の使用に耐える経済価値や機能を有する施設が年数の
経過とともに価値の減価が累積し、最終的に価値が無くなるまでの標準的な年数。
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2 実態把握

（2） 雨水排水施設
本市には、11か所の雨水排水施設があります。雨水排水施設の概要を表 2.4に示します。

表 2.3　ポンプ場の概要（合流区域）

表 2.4　雨水排水施設の水中ポンプ概要

14   診断：点検・調査結果を踏まえ、健全度や緊急度を判定すること。なお、緊急度は管渠のみに適用する。また、処理場等施設・
設備においては、劣化予測も含む。

15   修繕：老朽化施設又は故障もしくは損傷した施設を対象として、当該施設の所用の耐用年数内において機能を維持させるために
行われるもの。

 2.3 ポンプ場施設の実態把握

2.3.1　ポンプ場施設状況 
（1） ポンプ場
合流区域内には、下戸田ポンプ場と新曽ポンプ場の2か所のポンプ場があります。両ポンプ場の

概要を表 2.3に示します。
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2.3.2　ポンプ場施設管理の現状と課題 
本市のポンプ場施設及び雨水排水施設の運転・保守16は、単年度毎に5つにグループ分割され、民間委託

を行っています。ポンプ場及び雨水排水施設維持管理委託のグループ分けを表 2.5に示します。
なお、本市では、「戸田市公共施設再編方針　平成26年3月」において、性能発注と複数年契約による包

括的民間委託の導入によって、維持管理・運営の効率化を図る方針を掲げており、維持管理方式の見直しを
行い、設備更新17等による管理運営コストを削減し管理運営の効率化を目指していく予定です。

表 2.5　ポンプ場及び雨水排水施設の維持管理委託のグループ分け

16 保守：定期的に行う消耗品の確認・補充・交換及び清掃や、異常が発見された場合に行う軽微な調整・修理・取替え等を行う活動。
17 更新：改築のうち、既存の対象施設を新たに取り替えること。

3 アセットマネジメントの基本方針

 3.1 下水道事業におけるアセットマネジメントの必要性
①  下水道は、施設整備後も適正に管理がなされて初めて多様な機能・役割を発揮できます。
②  適正な管理がなされていない場合、管路の破損による道路陥没や処理場の機能停止を招き、
市民の日常生活や社会活動に大きな影響を与えるおそれがあります。
③  下水道サービスレベルが低下した場合、基本的に施設のバックアップ機能を有しておらず代替
施設を準備できないため、トイレの使用制限や工場の生産活動の低下につながる等の社会活
動への影響が懸念されます。
④  下水道の普及に伴い下水道ストックが増加するとともに、今後は設置後長期間経過した老朽施
設が増加するため、施設管理の重要性が高まるとともに、維持管理費及び改築更新費用の増
大が見込まれます。
⑤  必要なコストの一部を使用者の使用料により賄っていることから、使用者に対して説明責任が
求められています。
⑥  熟練技術職員の大量退職時期を迎え、施設管理技術の低下が懸念されます。
⑦  施設管理の包括的民間委託の動きがあり、受託企業のパフォーマンスを監視・評価する手法を
確立する必要があります。
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3 アセットマネジメントの基本方針

 3.2 アセットマネジメント手法導入による施設管理目標の設定

3.2.1　施設管理の基本方針 

3.2.2　施設管理基本方針の実現に向けた重点政策の方向性 
（1） 計画的な維持管理
本市では、アセットマネジメント手法を踏まえて将来起こりうる可能性がある事態（リスク）を予測

し、適切な時期に、適切な方法で、下水道施設を維持管理する「アセットマネジメント基本計画（予防
保全19型維持管理計画）」を策定します。
（2） 維持管理費の低減
下水道施設の計画的維持管理を行うことにより、改築に要する費用、道路陥没事故等のリスク被

害額、地下水等不明水の浸入水防止等により処理費用（流域下水道維持管理負担金）等の減少を
図る必要があります。また、いつ頃、どのような対策が必要となるのかを事前に検討し、施設が十分
機能するよう効果的・効率的な維持管理を行い、あわせて施設更新費等の投資の集中を避け、平準
化を行っていく方針とします。
（3） マネジメントの視点を踏まえた計画策定
下水道事業を持続的に運営していくためには、維持管理の仕組みを良好なシステムとして、常に

維持管理の実行内容、その結果や技術革新、社会情勢等の外部条件の変化などをくみ取り、逐次、
変更・修正を加え、継続的改善を行う必要があります（ＰＤＣＡサイクル20の実践による継続的改善
を行っていくことが不可欠）。
（4） 施設情報を活用した維持管理の見える化と効率化
施設情報は、下水道施設を適切に管理するための基本情報です。維持管理の過程において入手

される情報により、下水道施設の状態や破損の危険を予測でき、事業リスクを回避あるいは軽減す
ることができます。そのため、施設情報や管理履歴など活用した計画条件の設定及び施設情報の入
手・管理及び活用する仕組みを構築する必要があります。

【施設管理の基本方針】
（1）施設の機能保持（サービスレベルの確保）
　  「下水を流す」という下水道施設が有する通常の機能を、地震などの災害時にも可能な限り保持します。
（2）施設の長寿命化（ライフサイクルコスト18の最小化）
　  設計・建設・維持管理の１サイクルに投下される資本の合計（ライフサイクルコスト：ＬＣＣ）の縮減を考慮
して、計画的な維持管理を行い施設の長寿命化を図ります。

（3）事故の未然防止（リスクの管理）
　  管渠の破損による漏水などを原因とした土壌・地下水の汚染、人命に係わるような道路陥没などの事故
を未然に防止します。

18 ライフサイクルコスト（LCC）：施設における新規設備・維持修繕・改築等を含めた生涯費用の総計。
19 予防保全：寿命を予測し、異状や故障に至る前に対策を実施する管理方法で、状態監視保全と、時間計画保全がある。
20   PDCAサイクル：Plan̶Do̶Check̶Action。維持管理計画（点検・調査計画（Plan）、修繕・改築計画（Plan））に基づき、

維持管理の実施（点検調査の実施（Do）、修繕改築の実施（Do））、実施効果の評価（Check）、必要に応じた見直し（Action）
を、継続的に廻していく。
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3.2.3　数値目標（管理指標）の検討 
本市においては、昭和48年4月の下水道供用開始以来、最も古い管路で平成35年度に施設の

標準耐用年数：50年を迎えます。ただし、50年を経過後、直ちに本格的に改築事業の実施が求めら
れるわけではなく、実際には50年を経過した管路であっても、未だ使用可能な管路は数多く存在し
ます。また、本市では、汚水整備が概成する平成37年度まで（今後10年間）は、未普及解消事業に
力点を置いた事業を進めていく予定となっています。
このことを踏まえて、本市の本格的な改築事業実施年度を平成38年度と定め、これを迎えるま
での期間（今後10年間）で、下水道ストックマネジメント21支援制度を活用し、以下の施策を実施し
ていくこととします。

21   ストックマネジメント：下水道事業の役割を踏まえ、持続可能な下水道事業の実現を目的に、明確な目標を定め、膨大な施設の
状況を客観的に把握、評価し、長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効果的に管理すること。

表 3.1　管理目標
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4 管路施設
 4.1 マクロマネジメントによる将来事業のシナリオ検討
本市では、平成26年度末で約313kmの管路ストックを保有しており、今後老朽化した管渠の増加により多額

の対策費用を要することが予測されます。ここでは、マクロマネジメント※の視点を踏まえて改築事業量の予測及
び平準化の検討を行うとともに、複数のシナリオを設定した上で最適な改築事業シナリオの設定を行います。
※マクロマネジメントとは、全ての施設を対象とした施設管理のこと。反対に個々の施設を対象とした施設管理をミクロマネジメントという。

4.1.1　健全度の設定 
本市における下水道管渠の健全度22ランクを表 4.1に示します。本市においては、今後、当該健
全度ランクを指標として、管渠の改築・修繕の必要性の程度を判断することとします。

表 4.1　戸田市下水道管渠の健全度ランク

図 4.1　健全ランク度別スパン数

4.1.2　健全度評価 
過去に本市が実施した管路内調査結果に基づく調査時経過年数別健全度評価結果を以下に示

します。本市において、過年度に実施した調査スパン数は1,614スパン（管渠延長：約51.4km程
度）です（施工年度が不明な管路は控除）。

22 健全度：評価する対象物が有する機能、状態の健全さを示す指標。
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表 4.2　改築事業のシナリオ設定案（健全度による）

図 4.2　戸田市管路内調査結果によるる管渠の健全率の推移（全管種）

4.1.3　健全率予測式の検討 
（1） 検討手法
管路施設の異常・劣化が進行するプロセスには、施設の布設環境によって異なるものであり、様々

な要因が影響していますが、関連する要因を全て取り上げて管路施設の寿命を1つ1つ設定するこ
とは極めて困難です。このため、本計画では、ある年数が経過した管路の総延長につき何％の延長
が健全であるか、管路施設全体での健全率予測式について検討します。
（2） 検討方法
本検討では、「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き

（案）」平成25年9月国土交通省水管理・国土保全局（以下、ストックの手引きと言う）の参考資料で
紹介されているマルコフ推移確率モデルを用いて検討します。
（3） 健全率予測式の検討結果
マルコフ推移予測モデルによる健全率予測式（全管種）の推計結果を以下に示します。これより、
経過年数50年の時点で約40%の管路が健全度Ⅱに推移する結果となります。

4.1.4　平準化シナリオの設定 
（1） 改築シナリオの設定
今後検討する平準化の検討において設定する改築シナリオとして、健全度ランク（健全度Ⅰ～Ⅳ）

に対応する改築事業シナリオを表 4.2のとおり設定します。
なお、改築と修繕については、現時点では修繕に係る情報が十分でないことより、本検討では改
築に修繕も含まれるものとして取扱います。また、新設管路についても、今後の本市の面整備事業
量を考慮します。
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4.1.5　シナリオ別管渠改築事業量見通しの検討 
シナリオ0（改築しない）と今回の設定案であるシナリオ4（健全度Ⅱのみを改築対象とする場合）
の検討結果を以下に示します。
（1） シナリオ0（改築しない）
●シナリオ0（改築しない）では、健全度Ⅱの管渠が大幅に増加します。

（2） シナリオ4（健全度Ⅱのみを改築対象とする場合）
●年間の改築事業費　約7.9～10億円（剛性管：約6.2～8.3億円　塩ビ管：約1.7億円）
●年間の改築延長　　約4.3～4.7km（剛性管：約2.8～3.2km/年　塩ビ管：約1.5km/年）
●  健全度の推移：健全度Ⅱの割合が徐々に低下します。ただし健全度Ⅲ及びⅣの割合が徐々に増加します。

図 4.3　管渠改築延長と健全度の推移（シナリオ0：全体）

図 4.4　管渠改築延長及び事業費と健全度の推移（シナリオ4：全体）
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（3） まとめ
本市では、平成35年度に供用50年を迎えるほか、本格的な改築事業は未普及解消が完了する平成38年度以

降に実施することを踏まえ、当面はシナリオ４による改築事業を設定することとします。その間は、ストックマネジメ
ント支援制度（４条予算）を活用し、現在実施している定期清掃業務（年間：10km程度）と併せて管路内調査（テレ
ビカメラ調査23）を毎年L=10km実施するものと想定します（2,500円/m）。実際、シナリオ４の年間改築実施延
長：約4.3～4.7km/年を見つけ出す上では、毎年10kmの調査は現実的な数量です。このときの維持管理単価
を、清掃と管路内調査を併せて2,500円/mと設定すると、年間維持管理費は約2,500万円/年となります。
この期間に、早急に改築が必要な管路が発見された場合は、下水道ストックマネジメント支援制度による対策事

業を前倒しして進めていく方針とします。今後の老朽化に伴う劣化の進行が顕著になる際には、シナリオ３への移
行や、PDCAサイクルの実践を通じて健全度の低下がリスク発生に与える要因を分析し、改築シナリオの評価と見
直しを実施していくことが必要です。

 4.2 リスク評価
管路施設は地下に埋設されているため、施設内の状態は、実際にテレビカメラ調査等の管路内調

査を実施しなければ容易に把握できません。管路施設の維持管理手法には、全地域・全路線を対象
に一律の維持管理を行う手法がありますが、広範囲に布設された全ての管路施設を一律に点検・調
査するのは必ずしも効率的とは言えず、相当の時間と費用が必要となります。
ここでは、将来の改築事業実施に向けて、評価項目（パラメータ）を設定した上で、リスク評価の
観点から、今後の改築事業実施に向けた優先順位付けを行います。
リスクが大きい施設は、維持管理の優先度が高い施設と判断され、リスクの大きさは、『不具合に
よる事故の被害の大きさ』×『不具合の起こりやすさ』により評価できます。なお、ここで言う『不具
合』とは、改築又は修繕が必要となる異常・劣化と定義し、構造的な異常を想定しています。

図 4.5　リスク評価のイメージ（リスクマトリクス24による優先度検討例）

23   テレビカメラ調査：既設管渠内にテレビカメラを挿入し、管渠内の状況を把握する調査。管渠の破損、クラック、浸入水、継ぎ手、
取付管等の状況をビデオテープに収録したり、写真撮影したりすること。

24   リスクマトリクス：リスク評価で、「被害規模（影響度）」と「発生確率（不具合の起こりやすさ）に基づき、リスクが発生した場
合の被害規模と発生確率をそれぞれランク化して評価する方法。

出典：  下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン̶2015年版̶平成27年11月 
国土交通省水管理・国土保全局下水道部・国土交通省国土技術政策総合研究所下水道部
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4.2.1　「不具合による事故の被害の大きさ」の評価 
「不具合による事故の被害の大きさ」は、“施設重要度”で評価することができ、下水道施設の地震
対策事業における対策の優先順位の考え方が参考となります。
本計画では「下水道耐震対策指針と解説　2014年版」（公社）日本下水道協会（以下、耐震指針
2014年版）に記載されている重要な管路の定義（表 4.3参照）に基づき、本市の耐震上重要な管
路を抽出し、「特に重要な路線」「その他の重要な路線」「その他の路線」に分類しました。
分類結果を表 4.4に示します。「不具合による事故の被害の大きさ」については、「特に重要な路

線」「その他の重要な路線」「その他の路線」の順に大きいと判断できます。

4.2.2　「不具合の起こりやすさ」の評価 
「不具合の起こりやすさ」は、施設の経過年数、管種、管径、施工区分など様々な劣化要因が関連
していると考えられます。

表 4.3　耐震指針2014年版による下水道機能の優先度

表 4.4　重要な幹線等の集計結果（既設分）
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ここでは、「ストックの手引き」に記載されている経過年数をパラメータとする評価方法を用いて
評価を行いました。当該手法は、ストックの手引き参考資料Ⅲ-24に記載されている手法であり、本
検討では、経過年数を以下のようにランク化して評価しました。評価結果を以下に示します。
ランクⅣ ： 経過年数40年以上50年未満
ランクⅢ ： 経過年数30年以上40年未満
ランクⅡ ： 経過年数20年以上30年未満
ランクⅠ ： 経過年数20年未満（処分制限期間以上）
　̶　 ： 経過年数不明

4.2.3　リスクマトリクスによる優先度評価 
リスクマトリクスによる優先度評価結果を以下に示します。

表 4.5　経過年数ランク別耐震上の路線分類別集計

図 4.6　リスクマトリクスによる集計結果
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図 4.7　リスク評価結果図（経過年数ランク）
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 4.3 点検・調査計画

4.3.1　点検・調査実施方針 
点検・調査の実施方針を以下に示します。
●  本市では、平成35年度に最も古い管路が供用50年を迎えることから、これから直ちに改築事
業に着手するのではなく、未普及解消が概成する平成38年度から本格的に改築事業を進めて
いくこととし、それまでは下水道ストックマネジメント支援制度を活用した計画的な点検・調査
を進めていくこととします。
●  平成37年度までは、定期清掃と併せて毎年10kmの管路内調査を実施し、選択と集中による
維持管理を継続していきます。
●  前述のリスク評価結果より、リスクが高い施設（主にリスク特大とリスク大）から点検・調査を実
施していくこととします（平成28～37年度にかけて、リスクが高い施設（主にリスク特大とリス
ク大）の管路内調査を完了させる方針とします）。
●  平成28～37年度に実施する管路内調査対象路線のうち、既に管路内調査を実施している路
線は対象外とします。

4.3.2　点検・調査計画の立案 
リスク評価結果に基づいて、点検・調査計画案を立案した。この結果を表 4.6及び図 4.8に示し
ます。

表 4.6　点検・調査計画案
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図 4.8　管路施設点検・調査計画図
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5 ポンプ場施設
 5.1 ポンプ施設のアセットマネジメント基本検討
ポンプ施設のアセットマネジメントを効率的・効果的に実践するためには、施設の重要度や劣化状
況から優先順位を定め、段階的に実施時期やスケジュールを決定しますが、予算制約や他の関連施
設との調整などを理由に理想的な実施計画に反した現実的なスケジュールや対象施設の選択を余
儀なくされる場合もあります。
現実的な改築計画は、短期的には、施設の診断を行った上で、概ね５年程度の改築施設を選定す

ることになりますが、長期的な改築需要を把握するには、ある程度、故障や事故リスクを保有しなが
ら実施することになります。できる限りリスクを最小限に抑えるために、改築計画を立案する各シナ
リオにおいて、リスクの大きさを把握することが重要です。
ここでは、予防保全対象施設の絞り込みの考え方、リスクの考え方、リスク評価など一連のリスク
検討の方法を示します。

5.1.1　予防保全対象施設の絞り込みの考え方 
ポンプ施設の管理方法には、予防保全と事後保全25があります。予防保全は、寿命を予測し異常
や故障に至る前に対策を実施する管理方法であり、状態監視保全26と時間計画保全27に分類され
ます。また、事後保全は、異常の兆候や故障の発生後に、対策を行う管理方法であります。

３つの管理方法の中で状態監視保全の施設について、日常から設備の状態を監視し、必要に応じ
て改築を実施するため、重要度や健全度から把握できるリスクを鑑みながら、アセットマネジメント
の実践を行うことになります。

図 5.1　管理方法の選定フロー

25 事後保全：異状の兆候（機能低下等）や故障の発生後に対策を行う管理方法。
26 状態監視保全：施設・設備の劣化状況や動作状況の確認を行い、その状態に応じて対策を行う管理方法。
27 時間計画保全：各施設・設備の特性に応じてあらかじめ定めた周期（目標耐用年数等）により対策を行う管理手法。
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5.1.2　リスク検討 
リスクは、被害や事故の発生確率と規模の積で表すことができます。
被害の発生確率（健全度）は、時間の経過とともに低下するものとして、長寿命化指針で定めた目
標耐用年数28により、設置当初を5として、目標耐用年数の経過時に、健全度が2となるものとして
以下の式で算出します。

発生確率は健全度低下に伴い大きくなりますが、劣化が進行してきている状態である「健全度
３」以下をリスク評価の対象として取り扱うものとします。

表 5.1　健全度ランク

図 5.2　リスクマトリクスの例

28 目標耐用年数：改築の実績等をもとに、施設管理者が目標として設定する耐用年数。



31

5.1.3　施設重要度の検討 
（1） 重要度の考え方
重要度は施設管理における改築などの優先順位を決定する際に必要不可欠であり、この重要度

設定においては下水道サービスの機能維持を念頭において、各施設・設備の特性を十分考慮したも
のとする必要があり、各施設・設備に対し、「機能面」「能力面」「コスト面」を総合的に評価して重要度
を決定します。

表 5.2　重要度の評価項目
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（2） 重要度の設定
各評価面にて算定された数値に対し、重み付けを行って重要度を算定します。一般的には　機能

面＞能力面＞コスト面として考えられ、いくつかの重み付けパターンを試算した結果、感覚的な重要
度に合致する以下の通り設定します。

重要度＝｛0.8×「機能面評価」＋0.1×「能力面評価」＋0.1×「コスト面評価」｝

表 5.3　各設備のリスク評価結果
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施設・設備の重要度＝｛0.8×「機能面評価」＋0.1×「能力面評価」＋0.1×「コスト面評価」

5.1.4　施設健全度の検討 
施設健全度の設定は、経過年数／標準耐用年数を算出し、その傾向で整理する方法であり、超過
率が大きい設備ほど、不具合が発生する確率が高いものとして整理する方法です。

耐用年数超過率＝設備の経過年数／標準耐用年数

5.1.5　リスク評価結果 
上記で検討した施設重要度と健全度から、以下のシナリオでリスクの評価結果を得ました。

表 5.4　リスク評価の結果

図 5.3　各設備のリスク評価結果
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図 5.4　年度別リスク値シナリオ0：現状維持、更新を行わない場合

図 5.5　年度別リスク領域シナリオ0：現状維持、更新を行わない場合

図 5.6　年度別リスク値シナリオ1：標準耐用年数で更新した場合

図 5.7　年度別リスク領域シナリオ1：標準耐用年数で更新した場合
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図 5.8　年度別リスク値シナリオ2：目標耐用年数で更新した場合

図 5.9　年度別リスク領域シナリオ2：目標耐用年数で更新した場合

図 5.10　リスクマトリクスによる調査判断基準例

5.1.6　点検調査計画の検討 
点検計画の検討にあたっては、点検や修繕・オーバーホール等の結果を極力活用し、調査項目、方
法、時期を決定することとなります。
状態監視保全の対象設備についての点検・調査計画の考え方を示します。

（1） 調査単位
点検単位は、劣化状況の有無を確認するため、設備単位とします。

（2） 調査判定基準
調査判断基準は、各設備の施設重要度と予測される健全度から、リスクマトリクスにより判断しま

す。下図に標準的な調査判定基準を示します。例えば、重要度が高い施設については、健全度が
4.0を下回ると想定される時期に調査を実施することになります。
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（3） 調査時期
調査時期は、設備の特性を踏まえて、定期的に実施するもの、必要に応じて実施するものについ

て定めます。調査時期は、予防保全的な対策が実施できる時期とする必要があり、施設重要度評価
に応じて、調査時期を決定します。経過年数に応じて健全度が減少すると仮定した場合は、施設の
重要度と経過年数から、調査時期を定めることができます。

 5.2 長期の改築事業計画
管渠を除くポンプ場施設の改築事業量を把握するために、複数の改築シナリオを設定し、その事
業規模を把握します。
（1） 資産の把握
本市の資産台帳から、現状の資産の取得金額、供用開始年度などを整理します。ポンプ施設の総資産

（取得価格）は、約103億円である。デフレータを用いて現在価値にした場合は、144億円になります。
（2） 目標耐用年数の設定
「下戸田ポンプ場長寿命化計画策定業務委託　報告書　平成26年3月」での目標耐用年数の
考え方を踏襲し以下のように設定します。

（3） 改築事業費
今後、現存する施設を維持す

るために、目標耐用年数で改築
更新を繰り返した場合の費用を
示します。故障不具合などのリス
クを保有しながらですが、100
年間で349億円、1年当たり
3.5億円の改築更新費用が必要
となります。

表 5.5　重要度と耐用年数に応じた調査時期

表 5.6　他施設を参考とした平均的な耐用年数

表 5.7　今後100年間の事業費と年当たり平均事業費
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6 執行体制の検討
 6.1 人員体制の推移
本市における平成8年度（1996年度）以降の組織人員の推移について、平成8年度（1996年
度）の20人から減少を続けており、平成25年度（2013年度）には11人となり約2分の1まで減少
しています。

図 6.1　人員体制の推移
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 6.2 人員体制の課題

6.2.1　人員体制について 
行政人口29規模が10～30万人の下水道公営企業会計30を導入している61企業と比較するこ

とによって、本市の人員体制の特徴を示します。本市の人員体制整理表を表 6.1に示します。
他都市の平均職員数の32人に対して、本市は11人であり、約3分の1です。また、流域関連公共

下水道31のみの平均職員数の18人と比べても、少人数であることが分かります。

6.2.2　人員体制の考察 
現在、戸田市下水道では、業務の効率化を進め、少人数の人員体制で業務を執行し、11人の職
員数で管路施設管理をはじめとする維持運営を行い、民間委託も活用しながら下水道サービスを
提供しています。
本市の行政組織ではスリム化が求められており、今後の下水道関連の職員数増は困難な状況

です。
現状では、施設の劣化による大きな故障や事故、トラブルなどは発生していませんが、今後、劣化
の進行を予防するためにも、適切な点検調査を適切に実行し、増大する改築更新事業には、更なる
組織体制の強化が必要です。
このことから、さらなる民間活力との連携が必要と考えられ、平成28年度から、包括民間委託の
導入に向けて取り組んでいます。

表 6.1　地方公営企業年鑑による戸田市下水道の人員体制整理表

29 行政人口：住民基本台帳に基づき住民登録されている人を集計した人口。
30   企業会計：現金収支のみならず、すべての経済活動の発生という事実に基づき経理が行われるため、毎年度のコストの把握や適

切な損益計算が可能となる。
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6 執行体制の検討

 6.3 今後の執行体制について

6.3.1　上下水道事業包括委託に向けた取組み 
本市は、平成28年4月より上下水道事業包括委託を実施したところです。
対象となる業務は、戸田市水道事業及び下水道事業における上下水道窓口業務及び上下水道施
設運転管理業務です。

6.3.2　今後想定される官民連携事業スキーム 
本市の今回の包括委託は、レベル2を超える委託であり、全国的に先進的な業務内容です。
一方、下水道管路の維持管理業務の包括民間委託を導入する自治体も増加しており、平成27年
9月時点で、11自治体が導入しています。
しかし、下水道管路の維持管理は、今回の包括業務委託の範囲には含まれていないため、平成
33年3月までの5年間の包括委託期間中に下水道管路の維持管理等の追加・拡大、または見直し
について検討し、次期包括委託の業務内容を決定することとします。

表 6.2　業務実施スケジュール
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7 アセットマネジメント支援システム

図 7.1　アセットマネジメント支援システムのサービス領域（イメージ）

図 7.2　取り扱うデータの種類と構造イメージ図（ポンプ場の例）

 7.1 アセットマネジメント支援システムの位置付け
アセットマネジメント支援システムは、必要情報を効率的に収集・蓄積し、業務の中で分析・評価・活
用を図る役割を持ちます。
施設設備の設置から保全、撤去までのライフサイクルの過程で生成される必要情報を一元的に
管理蓄積し、様々な業務支援・活用へつなげるシステムアセットマネジメント支援システムは、アセッ
トマネジメントの取組みをより確実かつ効率的に実行させるためには欠かすことのできないツール
といえます。
図 7.1に、アセットマネジメント支援システムのサービス領域（イメージ）を示します。
このアセットマネジメント支援システムで取り扱うデータの種類は、ポンプ場を例に取ると、ポン
プ本体に係わる設備の資産情報、工事の情報、保守点検履歴、診断結果などの維持管理情報が主
です（図 7.2参照）。これらデータを一元的に管理することにより、重要度や優先度に応じた更新計
画や長期需要量を図ることが可能となります。
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7 アセットマネジメント支援システム

図 7.3　各段階のマネジメントとシステム活用イメージ

 7.2 基本方針の検討
今後、本市の将来を見据えた下水道事業のアセットマネジメントに関わる考え方やアセットマネジ

メント支援システムに関する要素技術について検討を行うとともに、システム化に当たっての段階
的な基本方針の検討を行う必要があります。
アセットマネジメントの実践に当たっては、中長期的な管理から日常的な維持管理まで、各段階の
マネジメント各々でPDCAサイクルを実行することにより、施設管理の継続的な向上と持続的な上
下水道サービスの提供を図ることが求められています。各段階で、判断材料とするための情報を蓄
積、算定したシステムから得て、多くの各段階の担当者がこれらのシステムを活用することとなり
ます。
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